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 環境生活部長の湯川でございます。 

  委員の皆様方には、環境生活行政の推進にあたりまして、

日頃から格別の御理解と御指導を賜り、厚くお礼申し上げます。  
 

本日、御審議をいただきます案件について、御説明申し上げます。 
 

 議案第１号「令和８年度和歌山県一般会計予算」について、

令和８年度予算の議案書４頁を御覧ください。 
 

 環境生活部では、県民誰もが住み慣れた地域で健やかに、

いきいきと暮らせる社会づくりを目指し、生活環境や 
県民の暮らしを守る施策に取り組んでまいります。 

そのための令和８年度環境生活部の当初予算としまして、 

 第２款 総務費のうち 

   環境生活部所管分として ６億４，０７５万４千円 

 第４款 衛生費のうち 

  環境生活部所管分として ２３億９９６万５千円 

 合計 ２９億５，０７１万９千円をお願いしております。 
 

詳細につきましては、後ほど各課長から御説明いたしますので、  
主要な施策の概要について御説明申し上げます。 
 

 まず、脱炭素化の推進につきましては、本県の脱炭素化を

さらに推進するため、市町村が実施する住民向けの太陽光発

電設備・蓄電池等の導入補助事業への取組を支援するととも

に、県民一人ひとりが脱炭素の必要性を理解し、行動変容に

つながる事業に取り組んでまいります。  
 

 次に、環境衛生研究センターの再整備につきましては、 
土壌汚染により延期していた旧施設の解体工事を、対策を講

じたうえで進めてまいります。 
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 次に、ツキノワグマへの対応につきましては、クマが人の

生活圏に出没した際の市町村等による緊急対応に対する支

援や、猟友会等の関係者に対する研修会を開催するなど、関

係者との連携をより一層強化し県民の安心・安全を確保して

まいります。 
 

 次に、廃棄物の適正処理の推進につきましては、 
不法投棄を防ぐため、監視カメラの設置やパトロールの実施を

行うとともに、産業廃棄物処理業者への立入検査や指導を 
行ってまいります。 
 また、「和歌山県ごみの散乱防止に関する条例」に基づき、

ごみの散乱を防ぐための教育・啓発及び環境監視員による取

締りを進めてまいります。 

 
次に、災害廃棄物処理対策につきましては、 

大規模災害時に災害廃棄物の適正かつ迅速な処理を図るため、

毎年実施している県、市町村、関係団体の職員を対象とした

勉強会や仮置場の設置運営に関する実地訓練により、対応力

を強化してまいります。 
 
 次に、ごみ処理の長期広域化・集約化につきましては、持

続可能な廃棄物の適正処理体制を構築するため、市町村の意

見も踏まえながら、県が主体となって、「長期広域化・集約

化計画」の策定に取り組んでまいります。 
   
  次に、生活環境の保全につきましては、県内の大気や水質

の状況を継続的に測定するとともに、事業場に対する立入検

査や指導を行うことで、汚染発生の未然防止に取り組んでま

いります。 
 

 次に、安全・安心に暮らせる社会の実現につきましては、
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犯罪被害者やそのご家族等の負担軽減を図るため、相談窓口

を一元化した体制を構築するなど、犯罪被害者等への支援を

充実させてまいります。 
 

 次に、水道の基盤強化につきましては、将来にわたり 
安全な水を安定的に供給するため、DX 技術を活用した漏水

調査を契機とし広域連携を推進するとともに、市町村に対し

強靭で持続可能な水道システムの構築を働きかけてまいり

ます。 
 

次に、動物愛護の推進につきましては、野良猫などによる

生活環境への被害と、殺処分される不幸な猫をなくすため、

地域猫対策の推進と新たな飼い主への譲渡を促進してまいります。 
また、適正飼養への理解を深めるため、動物愛護センター

について、デジタル技術を活用した施設機能の充実を図って

まいります。 
 

 続きまして、条例案件について、条例等の議案書１９頁を

御覧ください。 
 

 １９頁の議案第３９号「和歌山県地域環境保全基金の設

置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」につ

きましては、地域環境保全に関する施設の計画の策定に要す

る経費の財源にあてることができるよう改正を行うもので

す。 
 

 次に、２０頁の議案第４０号「和歌山県環境影響評価条例

の一部を改正する条例」につきましては、海洋再生可能エネ

ルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法

律等の一部改正に伴い、海洋環境等調査方法書の案に対する

知事意見に係る手続の整備を行うとともに、所要の改正を行

うものです。 
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 次に、２２頁の議案第４１号「和歌山県公益認定等審議会

条例の一部を改正する条例」につきましては、公益信託ニ関

スル法律の全部改正及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律等の一部改正に伴い、公益信託の認可及

びこれに対する監督を公益認定等委員会等の関与の下で行

う仕組みとなるため、規定の整備を行うものです。 
 
 

次に、２３頁の議案第４２号「食品衛生法施行条例の一部

を改正する条例」につきましては、食品衛生法施行規則の一部

が改正されたことに伴い、従業者が常駐せず全自動調理機によ

り調理された食品を販売する営業施設の設備基準を追加する

ものです。 

  

 最後に、当初予算説明書「雑」の１７頁を御覧ください。 
 「事項 ２７ 令和８年度ごみ処理の「長期広域化・集約

化計画」策定」にかかる委託料といたしまして、 
２，２６６万円の債務負担をお願いするものです。 
  

以上で、今議会に提出しております議案等の説明を終わります。 
 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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 （脱炭素政策課長説明） 

 

 脱炭素政策課長の竹中でございます。 

 脱炭素政策課関係の案件につきまして、概要を御説明いたします。 
 
 予算説明書「出」の１０頁を御覧ください。 

第２款 総務費 第１項 総務管理費 第１２目 環境生活総務費で、 

９７６万３千円をお願いしております。 

これは、環境生活行政を総合的に推進するために要する経費です。

  

  次に、「出」の４７頁を御覧ください。 

第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 第５目 環境衛生研究センター費で、 

５億２，５６５万９千円をお願いしております。 
 
 このうち、主なものにつきましては、 

 「６ 環境衛生研究センター再整備」２億２，７５６万１千円で、

旧施設の解体・撤去に要する経費です。 

 

  次に、「出」の５５頁を御覧ください。 

 第５項 環境対策費 第２目 環境対策費で、 

１１億３，０７１万７千円のうち、当課分は、 

５億８，５５３万４千円をお願いしております。 

 

 このうち、主なものにつきましては、 

 「４ 脱炭素化推進」５億５，６３９万７千円で、 

本県の脱炭素化をさらに推進するため、市町村が実施する住民向け

の太陽光発電設備・蓄電池等の導入補助事業への支援を行うととも

に、若年層への啓発を強化するため、仮想空間を活用した新たなツ

ール作成や環境に配慮した製品へのポイント制度など県民の脱炭素

に対する意識の高揚に取り組んでまいります。 
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以上で脱炭素政策課関係の説明を終わります。 

御審議のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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（自然環境課長説明） 

 

 自然環境課長の松尾でございます。 

 自然環境課関係の案件につきまして、概要を御説明いたします。 

 

 予算説明書「出」の２８頁を御覧ください。 

 第２款 総務費 第１１項 自然保護費 第１目 自然保護費で

１億５，７０２万円をお願いしております。 

 

 このうち主なものについて、御説明いたします。 

 

 「２ 鳥獣保護」２，２５１万１千円は、 

第１３次鳥獣保護管理事業計画に基づく鳥獣保護区の指定や、 

鳥獣生息状況の調査等に要する経費です。 

 

 「４ 自然公園等施設整備」１，９００万９千円は、 

国立公園内における県有施設の改修整備に要する経費です。 

  

 「５ 外来生物対策」２，５４８万９千円は、 

クビアカツヤカミキリなどの外来生物の防除等に要する経費です。 

 

 「７ ツキノワグマ対策」９３０万５千円は、 

県民の安心・安全を確保するため、ツキノワグマが人の生活圏に出

没した際に市町村が実施する緊急銃猟や資機材の購入等への支援並

びに、クマの捕獲に携わった経験者を講師とした猟友会等関係者向

け研修会の開催に要する経費です。  

以上で、自然環境課関係の説明を終わります。 

 御審議のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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（循環型社会推進課長説明） 

 

循環型社会推進課長の安井でございます。 

循環型社会推進課関係の案件につきまして、概要を御説明いたします。  

 

 予算説明書「出」の５５頁を御覧ください。 

 第４款 衛生費 第５項 環境対策費 第２目 環境対策費で、

１１億３，０７１万７千円のうち、 

当課分は、１億１，５７４万２千円をお願いしております。 

 

このうち主なものについて、御説明いたします。 

 

「出」の５５頁、「１ 総合調整」１,３３２万５千円は、 

災害廃棄物処理の適正かつ迅速な処理を図るための実地訓練及び 

図上演習等に要する経費です。 

 

「出」の５６頁、「９ プラスチックごみ対策」３，４４７万１千円は、

環境監視員９人分の人件費及びごみの散乱防止に資する教育・啓発のほか、

プラスチックごみ削減の推進に要する経費です。 

 

 「１１ ごみ処理の「長期広域化・集約化計画」策定」 

５９３万２千円は、廃棄物の持続可能な適正処理体制の構築を図る

ため、令和８年度から９年度にかけて、市町村の意見も踏まえつつ、

原則として２０５０（令和３２）年度までを計画期間とする 

「長期広域化・集約化計画」の策定に要する経費です。 

 

以上で循環型社会推進課関係の説明を終わります。 

 御審議のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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  （環境管理課長説明） 

 

 環境管理課長の石井でございます。 

 環境管理課関係の案件につきまして、概要を御説明いたします。 

 

 予算説明書「出」の５５頁を御覧ください。 

 第４款 衛生費 第５項 環境対策費 第２目 環境対策費で、 

１１億３，０７１万７千円のうち、 

当課分は、１億６，６３１万円をお願いしております。 

  

   このうち、主なものについて、御説明いたします。 

「出」の５６頁、「４ 水質汚濁防止対策」の３，４９３万１千

円は、公共用水域等の常時監視及び工場・事業場の立入検査等に要

する経費です。 

 

 「７ 大気汚染常時監視テレメーター装置運営」の４，９５９万

円は、大気汚染常時監視測定機器の維持管理に要する経費です。 

 

 以上で、環境管理課の説明を終わります。 

 御審議の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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（県民生活課長説明） 

 

県民生活課長の笠松でございます。 

 県民生活課関係の案件につきまして、概要を御説明いたします。 

 

 予算説明書「出」の１０頁を御覧ください。 

 第２款 総務費 第１項 総務管理費 第１１目 県民相談費で 

１，１８８万７千円をお願いしております。これは、県民相談、 

交通事故相談に要する経費です。 

 

 次に、「出」の１４頁を御覧ください。 

 第２項 企画費 第５目 県民生活対策費で、 

１億３，１７１万７千円をお願いしております。 

 

 このうち、主なものについて御説明いたします。 

「２ 交通安全推進」２，１６５万３千円は、 

交通安全を推進するための各種広報啓発活動に要する経費です。 

 

 「５ 消費者安全サポート」５，５８３万１千円は、 

県内の消費者行政の推進を図るため、消費生活相談窓口の体制整備や

相談員の養成、SNS を活用した啓発等に要する経費です。 

 

 「７ 犯罪被害者支援」１，０４９万６千円は、 

犯罪被害者やそのご家族等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すこ

とを支援するため、そのニーズを一元的に把握するコーディネータ

ーを配置し、途切れなく支援を提供する「多機関ワンストップサー

ビス体制」の構築等に要する経費です。 
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 次に、第６目 消費生活センター費で５，２７７万２千円を 

お願いしております。 

これは、消費生活センターにおける消費生活相談や教育・啓発等

に要する経費です。 

 

 以上で県民生活課関係の説明を終わります。 

 御審議のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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（生活衛生課長説明） 

 

生活衛生課長の岡本でございます。 

 生活衛生課関係の案件につきまして、概要を御説明いたします。 

 

 予算説明書「出」の４８頁を御覧ください。 

第４款 衛生費 第２項 環境衛生費 第２目 食品衛生指導費で、

３，９４８万７千円をお願いしております。 

 

このうち、主なものについては、 

「２ 食品衛生指導」３，２７８万７千円で、 

食品衛生の向上を図るため、食品関連施設の監視指導及び 

食品等の検査に要する経費です。 

 

次に、第３目 環境衛生指導費で、４，３７６万８千円をお願い

しております。 

 

このうち、主なものについては、 

「４ DX 技術活用水道管広域漏水調査」７１５万円で、 

広域連携及び基盤強化を推進するため、市町村域を越えて共同で実

施する人工衛星や AI 等のデジタル技術を活用した調査業務の助成

に要する経費です。 
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次に「出」の４９頁を御覧ください。 

第４目 動物衛生指導費で、１億６，１８３万８千円をお願いし

ております。 

 

このうち、主なものについて御説明いたします。 

 

「２ 動物愛護センター・鳥獣保護センター運営」１億３，４０

９万９千円は、動物愛護の普及啓発等の拠点であるセンターの管理

運営及び施設機能の充実に要する経費です。 

 

「３ 不幸な猫をなくすプロジェクト」２，０８７万８千円は、

地域猫の不妊去勢手術等に要する経費です。 

  

 以上で、生活衛生課関係の説明を終わります。 

御審議のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

                   


